
 

 

行政書士及び行政書士法人の措置請求事務取扱要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、行政書士法（昭和26年法律第４号。以下「法」という。）第14条

の３第１項の規定による求めがされた場合における事務処理に関し必要な事項を定める

ものとする。 

 （措置請求） 

第２条 知事は、法第14条の３第１項の規定による求め（以下「措置請求」という。）が

口頭でされたときは、当該措置請求をした者（以下「措置請求者」という。）に対して

措置請求書（様式第１号）により措置請求をするよう求めることができる。 

２ 知事は、必要があると認めるときは、措置請求者に対し、措置請求の理由として通知

された事実を確認するために必要な資料の提出を求めることができる。 

３ 知事は、措置請求者が前項の規定による求めに応じないことその他措置請求が明らか

に適当でないと認めるときは、措置請求者に対し、その旨を通知し、措置請求に係る手

続を終了することができる。 

４ 知事は、措置請求を受理したときは、新潟県行政書士会に通知する。 

 （調査） 

第３条 知事は、措置請求がされたときは速やかに調査を開始し、当該措置請求に係る行

政書士又は行政書士法人（以下「行政書士等」という。）に対し、当該措置請求の理由

として通知された事実に関して報告又は資料の提出を求めるものとする。 

２ 知事は、必要があると認めるときは、法第13条の22の規定に基づき、職員に行政書

士等の事務所に立ち入らせ、その業務に関する帳簿及び関係書類を検査させるものとす

る。 

３ 第１項の規定による報告等の内容及び前項の規定による検査の結果は、検査調書（様

式第２号）に記載するものとする。 

４ 知事は、必要があると認めるときは、新潟県行政書士会に対し、措置請求の理由とし

て通知された事実関係を確認するための協力を事実確認依頼書（様式第３号）により依

頼することができる。 

５ 新潟県行政書士会は、前項の規定により、事実関係を確認するための協力の依頼を受

けた場合は、確認した事実関係について、事実確認報告書（様式第４号）により知事に

報告するものとする。 

 （指導等） 

第４条 知事は、措置請求の理由として通知された事実が法又は法に基づく命令若しくは

規則に違反すると認める場合であっても、当該違反事実が軽微であり、また、その行政

書士等を指導することにより当該違反の事実が解消され、かつ、措置請求の目的にも反

しないと認めるときは、懲戒処分を行わず、当該行政書士等の業務に関する指導を行う

ものとする。 

２ 知事は、措置請求の理由として通知された事実が法又は法に基づく命令若しくは規則

に違反すると認める場合であっても、その行政書士等に真にやむを得ない事情があると

認めるときは、懲戒処分を行わず、指導を行うことができる。 



 

 

 （懲戒処分の基準等） 

第５条 法第14条各号、法第14条の２第１項各号及び同条第２項各号に掲げる処分（以

下「懲戒処分」という。）の基準は、別表のとおりとする。 

２ 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる事実に対応する

別表の左欄に掲げる処分事由に応じ定められた同表の右欄に掲げるそれぞれの懲戒処分

の種類のうち、最も重い懲戒処分を行うことができる。 

(1) 懲戒処分を受けた行政書士等が、当該処分の日から２年以内に更に措置請求を受け

た場合において、当該事実が別表の左欄に掲げる処分事由に該当するとき。 

(2) 行政書士等が行った行為が別表の左欄に掲げる処分事由の２以上の事実に該当する

とき。 

(3) 行政書士等が行った行為の態様等が極めて悪質であるとき。 

３ 知事は、行おうとする懲戒処分が法第14条第１号又は第14条の２第１項第１号若し

くは第２項第１号の処分であるときは、あらかじめ当該処分を受ける行政書士等に対し、

行政手続法（平成５年法律第88号）に定める弁明の機会を与えるものとし、書面により

通知するものとする。 

４ 知事は、行おうとする懲戒処分が法第14条第２号若しくは第３号又は第14条の２第

１項第２号若しくは第３号若しくは第２項第２号の処分であるときは、あらかじめ当該

処分を受ける行政書士等に対し、行政手続法に定める聴聞を行うものとし、書面により

通知するものとする。 

５ 知事は、前項の聴聞の通知を発送した後（行政書士の場合に限る。）、直ちに日本行政書

士連合会にこの旨を通知するものとする。 

（懲戒処分の決定） 

第６条 知事は、前条第３項又は第４項の手続きを経たうえで、懲戒処分が適当であると

認めるときは、同条第１項及び第２項に掲げる基準に従い懲戒処分を行うものとする。 

（措置結果等の通知） 

第７条 知事は、第３条に規定する調査の結果に基づき措置をとった（懲戒処分及び第４

条に規定する指導を行わないこととしたときも含む。）ときは、次の各号に掲げる者に

対し、当該各号に掲げる書面により通知するものとする。 

(1) 措置請求者 措置結果通知書（様式第５号） 

(2) 当該措置請求に係る行政書士等 措置結果通知書（様式第６号）又は措置結果（懲

戒処分）通知書（様式第７号） 

(3)  新潟県行政書士会 措置結果通知書（様式第８号） 

２ 知事は、法第 14条又は第 14条の２の規定により処分を行ったときは、遅滞なく、こ

の旨を県報により公告するものとする。 

 （措置請求処理簿の備付け） 

第８条 知事は、措置請求の対象である行政書士等ごとに措置請求処理簿（様式第９号）

を備えなければならない。 

（措置請求の取下げ） 

第９条 知事は、措置請求者が措置請求取下げ書（様式第10号）により措置請求を取下げ

た場合、措置請求に係る手続を終了するものとする。 



 

 

（雑則） 

第 10条 措置請求者は、措置請求者の措置請求に係る旅費及び措置請求に要する資料の作

成、郵送等の費用を負担する。 

   附 則 

 この要綱は、平成17年９月22日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成28年４月１日から施行する。 



別表（第５条関係）

懲　戒　処　分　基　準

処　分　事　由 根 拠 条 文 懲戒処分の種類

他法令で制限されている業務の実施
法第１条の２第２項、第
１条の３ただし書

戒告又は業務停止

帳簿の備付、保存義務違反 法第９条 戒告又は業務停止

依頼応諾義務違反 法第11条 戒告又は業務停止

守秘義務違反 法第12条 戒告、業務停止又は業務禁止

特定業務制限違反 法第13条の15 戒告又は業務停止

重大な非行 法第14条 戒告、業務停止又は業務禁止

著しく不当な運営
法第14条の２第１項、第
２項

戒告、業務停止又は解散

その他法令違反で悪質なもの － 戒告又は業務停止



様式第１号（第２条第１項関係） 

 

措  置  請  求  書 

 

 年  月  日 

 

新潟県知事        殿 

 

郵便番号 

住  所 法人その他の団体にあっては、事務 

氏  名 所の所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

  

行政書士法第14条の３第１項の規定により、本書のとおり、下記の者に対する措置

を求めます。 

対象となる行政書士の

住所及び氏名（行政書

士法人にあっては事務

所の所在地及び名称） 

 

通知する事実の概要 

 

求 め る 措 置 の 内 容 

 

備考 １ 通知する事実の概要は、できるだけ具体的に記入してください。 

２ 参考となる資料があれば、添付してください。 

３ 各欄の中に書ききれない場合は、別紙としてください。 



様式第２号（第３条第３項関係）

作成年月日   

記入者職氏名　

住所又は事務所の所在地 氏名又は名称 連絡先 登録の状況

認　否 備　　考

認　･　否

認　･　否

認　･　否

認　･　否

認　･　否

認　･　否

認　･　否

認　･　否

認　･　否

認　･　否

認　･　否

認　･　否

認　･　否

認　･　否

（立入検査の概要）

検査年月日

検査者職氏名

検　　査　　調　　書

対象となる行政書士又は行政書士法人

通知された事実の概要



様式第３号（第３条第４項関係） 

 

事 実 確 認 依 頼 書 

 

市町村第     号 

      年  月  日 

 

新潟県行政書士会会長 様 

 

                       新潟県知事         

 

行政書士及び行政書士法人に関する事実関係の確認について（依頼） 

 

行政書士及び行政書士法人の措置請求事務取扱要綱第３条第４項の規定により、下

記の件について事実関係の確認を依頼します。 

対象となる行政書士の

住所及び氏名（行政書

士法人にあっては事務

所の所在地及び名称） 

 

確 認 を 依 頼 す る 

事 実 の 概 要 

 

備     考  

 



様式第４号（第３条第５項関係） 

 

事 実 確 認 報 告 書 

 

 年  月  日 

 

新潟県知事         殿 

 

                           新潟県行政書士会会長 

 

行政書士及び行政書士法人に関する事実関係の確認について（報告） 

 

年 月 日付け市町村第 号で依頼のあった事項について、行政書士及び行

政書士法人の措置請求事務取扱要綱第３条第５項の規定により、下記のとおり報告し

ます。 

対象となる行政書士の

住所及び氏名（行政書

士法人にあっては事務

所の所在地及び名称） 

 

報 告 内 容 

 

備     考  

※報告内容欄に書ききれない場合は別紙としてください。 



様式第５号（第７条第１項第１号関係） 

 

措 置 結 果 通 知 書 

市町村第     号 

年  月  日 

 

（ 措 置 請 求 者 氏 名 ） 様 

 

新潟県知事  

 

年  月  日に措置請求のありました行政書士（行政書士法人）に対して、下記

のとおり決定したので、通知します。 

対象となる行政書士の

住所及び氏名（行政書

士法人にあっては事務

所の所在地及び名称） 

 

措 置 の 内 容 
 

措 置 年 月 日     年  月  日 

措 置 の 理 由  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第６号（第７条第１項第２号関係） 

 

措 置 結 果 通 知 書 

市町村第     号 

年  月  日 

 

（措置請求に係る行政書士の氏名又は行政書士法人の名称）様 

 

新潟県知事  

 

年  月  日に措置請求のありましたことについて、下記の通り決定したので通

知します。 

対象となる行政書士の

住所及び氏名（行政書

士法人にあっては事務

所の所在地及び名称） 

 

措 置 の 内 容 
 

措 置 年 月 日     年  月  日 

措 置 の 理 由  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第７号（第７条第１項第２号関係） 

 

措 置 結 果 （懲戒処分）通 知 書 

市町村第     号 

年  月  日 

 

（措置請求に係る行政書士の氏名又は行政書士法人の名称）様 

 

新潟県知事  

 

年  月  日に措置請求のありましたことについて、下記の通り決定したので通

知します。 

対象となる行政書士の住

所及び氏名（行政書士法人

にあっては事務所の所在

地及び名称） 

 

措 置 の 内 容  

措 置 年 月 日     年  月  日 

措 置 の 理 由  

 

１ 審査請求について 

この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から

起算して３か月以内（以下「不服申立期間」といいます。）に、新潟県知事に対して審

査請求をすることができます。 

   ただし、不服申立期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して１

年を経過した場合は、審査請求をすることができなくなります。 

   なお、正当な理由があるときは、不服申立期間やこの処分があった日の翌日から起

算して１年を経過した後であっても審査請求を認められる場合があります。 

２ 処分の取消しの訴えについて 

⑴ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日

の翌日から起算して６か月以内に、新潟県を被告として（訴訟において新潟県を代表

する者は新潟県知事となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。 

⑵ また、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に

対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起すること

ができます。 

⑶ ただし、上記⑴（審査請求をした場合には⑵）の期間が経過する前に、この処分（審

査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して

１年を経過した場合は、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。 

なお、正当な理由があるときは、上記⑴（審査請求をした場合には⑵）の期間やこ

の処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日か

ら起算して１年を経過した後であっても処分の取消しの訴えを提起することが認めら

れる場合があります。 



 

様式第８号（第７条第１項第３号関係） 

 

措 置 結 果 通 知 書 

 

年  月  日 

 

新潟県行政書士会会長 様 

 

新潟県知事  

 

年  月  日に措置請求のありました行政書士（行政書士法人）に対して、

下記のとおり決定したので、通知します。 

対象となる行政書士の

住所及び氏名（行政書

士法人にあっては事務

所の所在地及び名称） 

 

措 置 の 内 容 
 

措 置 年 月 日     年  月  日 

措 置 の 理 由  

 

 



様式第９号（第８条関係）

氏 名

住 所

事 務 所 の 所 在 地

電 話 番 号

登 録 年 月 日

登 録 番 号

名 称

代 表 者 の 氏 名

主たる事務所の所在地

電 話 番 号

従たる事務所の所在地

電 話 番 号

氏名（名称及び代表
者 ）
住所（事務所の所在
地 ）

電 話 番 号

措 置 請 求 の 期 日

要綱第４条通知の期日

立 入 検 査 の 期 日

聴聞通知（掲示）の期
日
法14条の４第１項通知
の 期 日

聴 聞 の 期 日

措 置 の 内 容

指 導 書 交 付 の 期 日

非処分通知書交付の期
日

戒 告 書 送 付 の 期 日

指 令 書 交 付 の 期 日

措置結果通知書交付の
期日
措置請求及び措置結果
通 知 書 交 付 の 期 日
法14条の４第２項通知
の 期 日

備考　記入する必要がない欄には、斜線を引くこと。

措
置
請
求
者

処
理
状
況

措 置 請 求 処 理 簿

行
政
書
士

行
政
書
士
法
人



様式第１０号（第９条関係） 

 

措 置 請 求 取 下 げ 書 

 

 年  月  日 

 

新潟県知事        殿 

 

郵便番号 

住  所 法人その他の団体にあっては、事務 

氏  名 所の所在地、名称及び代表者の氏名 

電話番号 

  

年  月  日に下記の者に対し求めた措置請求を取下げます。 

 

対象とした行政書士の

住所及び氏名（行政書

士法人にあっては事務

所の所在地及び名称） 

 

 



＜行政書士及び行政書士法人の措置請求事務フロー＞ 

措置請求者  県 

（市町村課） 

新潟県 

行政書士会

当該 

行政書士等

                                   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                       

 

                        

 

 

                       ＊ 

 

 

 

 

 

※ 措置請求の取下げはフロー上ではこの位置にあるが、実務的にはいつでも出来る。 

＊    は弁明の際に事実誤認等が判明し、行おうとする処分を戒告から業務停止等に変更するとき。 

措 置 請 求

（法14の３

①、要綱２）

調査（法14の３②、要綱３） 

・当該関係行政書士等に対する資料提出

等の求め 

・当該行政書士等の事務所への立入検査

・新潟県行政書士会への事実関係確認の

協力依頼 

・必要な資料の提出なし

・請求が明らかに適当で

ない 

(要綱２) 

手続終了 

(要綱２) 

法令違反あり 法令違反なし

・当該違反事実が軽微 

・指導で当該違反事実が

解消し、措置目的に反

しない（要綱４） 

真にやむ

を得ない

場合 

（要綱４）

弁明の機会 

（行手法13①2、

要綱５） 

聴聞 

（法 14 の３③、

④、行手法13①1、

要綱５） 

措置結果通知（要綱７） 

指導(要綱４)処分

なし

懲戒処分(要綱６） 

公告 

(法14の５、

要綱８） 

通知 

通知 

通知 

措置請求

取下げ※ 

（要綱９）

通知 

(要綱２)

事実関係

確認 

(要綱３)

立入 

検査 

(要綱２)

報告 

(要綱３) 

 

通知 

(法14の４①、要綱５）

日本行政書士連合会

資料 

提出 

(要綱２)

検査調書

(要綱３)
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